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● セミナーの受講申込みについて ●
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株式会社Ｒ＆Ｄ支援センター

『共同研究【WEBセミナー】』 セミナー申込書

会社・大学

ＦＡＸ

お名前

　必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下

さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をい

たします。受講用URLは後日お送りいたしま

す。

　セミナーお申込み後のキャンセルは基本的

にお受けしておりませんので、ご都合により出

席できなくなった場合は代理の方がご出席く

ださい。

     〒135-0016　東京都江東区東陽3-23-24　VORT東陽町ビル7階
TEL)  03‐5857‐4811  FAX)  03‐5857‐4812  URL)  https://www.rdsc.co.jp/

NO.231230

◆日時：2023年12月14日（木）13：00～16：00

◆会場：自宅や職場など世界中どこでも受講可　

◆聴講料 ： 1名につき49,500円（税込、資料付）　

お申込み･振込に関する詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/entry

個人情報保護方針の詳細はＨＰをご覧下さい。
　　⇒　https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy□Eメール　　□ 郵送 会員登録（無料）　※案内方法を選択してください。複数選択可。

【 講　師 】 ※講師のご略歴等の詳細は弊社HPでご確認下さい

本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順
　１）Zoomを使用されたことがない方は、こちら（https://zoom.us/download#client_4meeting）からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ブラウザ版でも受講可能です。
　２）セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。はじめかたについてはこちら（https://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf）をご覧ください。
　３）開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。セミナー開始10分前までにメールに記載されている視聴用URLよりご参加ください。
　・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

共同研究契約等の契約実務の基礎とトラブル防止策【LIVE配信】

～製薬・医療機器・診断薬開発企業を対象にした～

弁護士法人内田・鮫島法律事務所　弁護士　弁理士　博士（理学）　篠田 淳郎　氏　　　【ご専門】知財法務、技術法務、バイオテクノロジー

《ご活動等》 ・医療分野の成果導出に向けた研修セミナー（AMED）（2017年～）
 ・国立研究開発法人科学技術振興機構の「データ共有に関連した法令・倫理面の諸問題に関する検討ワーキンググループ（応援プロジェクト）委員」（JST-NBDC）
 ・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共通課題解決型産学官連携研究開発事業」に係る採択審査委員及び継続可否審査委員（NEDO）（2021年～）
 ・『特許ニュース6月17日号』論文（一般財団法人経済産業調査会）（2019年6月）

　１．はじめに

　　（1）共同研究に関してよくある相談例

　　（2）共同研究の流れ

　２．契約全般に共通する基本事項

　　（1）契約とは何か （2）契約と法律の関係

　　（3）契約の効力発生時 （4）契約成立の効果

　　（5）契約の終了 （6）契約書への署名

　　（7）契約の名称

　　（8）契約書に記載されていない事項

　　（9）条文の主語に注意する

　　（10）過去の契約との関係に注意する

　　（11）“ない”条項に注意する

　　（12）その他契約書作成上の注意点

　３．秘密保持契約

【講座趣旨 / プログラム】　　※詳細内容は弊社HPでご確認下さい

【受講対象】契約業務に携わる方（初級者、中級者）

【習得できる知識】秘密保持契約（NDA）、物質移転契約（MTA）、共同研究契約等の共同研究に付随する契約について重要なチェックポイントを理解できる。

【講座の趣旨】オープンイノベーションが社会に定着してきた中で、企業間あるいは大学・公的研究機関、外国企業、ベンチャー企業との共同研究はもはや日常となっている

といっても差し支えありません。共同研究は、お互いが協力して研究成果を生み出すというプラスの側面に目が行きがちですが、一方で、共同研究にまつわるトラブルの相談

事例が増えているのも実情です。そのようなトラブルの多くは、適切な契約によって未然に防ぐことができたはずのものです。本セミナーでは、共同研究開始前の情報のやり取

りから、共同研究の終了後の処理までを念頭に、共同研究契約等の契約実務の基礎とトラブル防止策について、過去の事例も踏まえながら分かりやすく解説いたします。

　　（1）秘密保持契約の概要

　　（2）秘密保持契約に対するスタンスの決定　

　　（3）秘密保持契約の「目的」条項

　　（4）「秘密情報」の定義規定

　　（5）秘密保持規定と目的外使用禁止規定

　　（6）罰則 （7）期間

　　（8）情報管理（運用）の重要性

　４．物質移転契約（MTA)

　　（1）物質移転契約の概要 （2）物質移転契約の特徴

　　（3）「物（マテリアル）」の定義

　　（4）「物（マテリアル）」の所有権

　　（5）「物（マテリアル）」の使用目的の制限

　　（6）「物（マテリアル）」の免責

　　（7）「物（マテリアル）」の返却・廃棄

　　（8）得られた成果の扱い

　５．共同研究契約

　　（1）共同研究契約を締結する理由

　　（2）共同研究の枠組み （3）契約当事者

　　（4）共同研究のテーマ （5）研究業務の分担

　　（6）実施手続（スケジュール）

　　（7）バックグラウンド情報の開示

　　（8）競業禁止規定 （9）知財の帰属

　　（10）共同出願 （11）不実施補償

　　（12）成果の公表 （13）共同研究の終了

　　（14）秘密保持条項の留意点 　（15）対価不返還条項

　６．共同出願契約

　　（1）共同出願契約の概要

　　（2）出願手続きのイニシアチブ

セミナーお申込みＦＡＸ
０３－５８５７－４８１２

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

1名分料金で
　2人目無料

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

　　　・1名でお申込みされた場合、1名につき46,200円（税込）

　　　・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料（2名で49,500円（税込））


